
　皆さん、お祭りは好きですか。私は、まるで異世界に迷い込んだような、あの浮世離れした雰囲気が好きです。ちょうちんの揺らぎや笛
の音が、ふだん味わえない景色や音を作り出してくれるからでしょうか。歩くだけでも独特の世界観を感じられます。区でも多種多様なお
祭りがあります。皆さんもコスパ、タイパなど気にせず、水あめを片手に別世界を楽しんでみてはいかがでしょうか。（原）

7年間総合建設会社に在籍、
現場監督として元受刑者や元
保護観察対象者と関わる。そ
の後、父の会社を手伝うなか
で「神保町1丁目南部地区再開
発」事業に参加、保護司に。

千代田区保護司会会長 
藤田義一さん

安全で安心なまちを地域全体で
　平成6（1994）年の初任者研修では、初めに「保護司であるこ
とを秘匿するように」と言われました。保護観察対象者※と自
宅で面談していたため、対象者が月に数回来訪すると周りの人
に知られてしまうことから、保護司であることを明かさずに活
動していたのです。
　平成16（2004）年ごろからは、行政から保護司を公表して積
極的に学校や警察署などと交流をするように指導されました。
当初はお互いにぎこちない交流でしたが、今では区立小中学校
や各警察署とともに、ミニ集会やパレード、駅頭広報などでこ
の運動の大切さを地域に伝えています。

思いやりのある人で
あふれる地域に
　再犯を防ぐには、家族を含めた周りの人たちの対象者への思
いやりが一番だと思います。衣食住が確保できる環境を一緒に
考えていく方々の思いで、住む場、働く場、学ぶ場を保てる状
態を作っていくことが大切です。保護観察対象者が少ない千代
田区では、新たな対象者や対象者予備軍が出ないように一人ひ
とりが周りの人たちと温かく交流していくことが必要だと思っ
ています。多くの方が安全・安心なまちを維持できるように賛
同してくれる方々も増やしていきたいです。

　区は、犯罪・非行の防止と更生の援助のため、
地域社会への理解と参加を求めていきます。

場所 とき
JR飯田橋駅西口

7月1日（水）
8時30分～9時30分JR神田駅北口・東口

JR秋葉原駅電気街改札口 15時30分～16時30分
地下鉄神保町駅 16時～17時

●  ティッシュ・リーフレット
などの啓発品配布

● ミニ集会　
●  標語・ポスター、作文コン
テスト

● 街頭パレード（11月）

更生保護を支える人たち

保護司
　犯罪や非行をした人の立ち直りを地域
で支える民間のボランティアです。法務
大臣から委嘱される非常勤の国家公務員
で、給与は支給されません。区では、37
名の保護司がさまざまな活動を行ってい
ます。

更生保護女性会
　犯罪・非行の未然防止の啓発活動や、
青少年の健全な育成を助け、犯罪をした
人や非行のある少年の改善更生への協力
を目的とするボランティア団体です。

犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ

「社会を明るくする運動」強調月間です

私たちのまちの　　　　さん保 護 司

7月は

● 駅頭広報活動　 保護司、更生保護女性会、町会などの方々が啓発物品を配布※雨天中止
主
な
行
事
予
定

● 理解を深める

● SNSのフォロワーになる

● 活動を応援する

● イベントに参加する

　犯罪や非行をした人の出所後の生活を支える「社会を明るくする運動」の始まりは、
子どもたちの将来を支えたいと立ち上がった地域の人たちの活動でした。時代が変わっ
ても、新たな犯罪や非行を生ませない地域の協力が大切です。

　社会を明るくする運動
安全・安心なまちを地域で支える

福祉総務課厚生係☎03-5211-4211問合せ

　昭和24（1949）年7月1日、更生保護制度の新しいスタートである「犯罪者予防更生法」が施行。戦後の荒廃のなか、まちにあふ
れた子どもたちの将来を危惧していた東京・銀座の商店街の有志がこの法律に共鳴し、同年7月13日から1週間にわたって「犯罪
者予防更生法実施記念フェアー（銀座フェアー）」を開催。翌年7月に啓発活動として「矯正保護キャンペーン」が行われ、戦災孤
児や生活に余裕のない人々の思いやりや愛の心を呼び戻し、殺伐とした世相に明るい光を灯したと言われる。昭和26（1951）年
7月、法務省はこの活動を継続し、国民運動として広げるため「社会を明るくする運動」と名付けた。

※ 保護観察処分少年、少年院仮退院者、仮釈放者、保護観察付執行猶予者
が対象。保護司は対象者が社会の一員として更生するために、地域の身
近な存在として面接を通じた助言や生活環境の確保などを行っている

第76回

「保護司」をはじめとする更生保護ボランティアを広く知ってもらおう統一テーマ

　立ち直り支援に、特別な資格や経
験は必要ありません。支援のかたち
はさまざまです。

　啓発品やポスター、HPを見ること
で、新たな犯罪や非行のない、安全
で安心な社会を実現するために何が
できるのか、考えることから始めて
みませんか。

　安全・安心な地域社会
を築いていくことを目的
とした立ち直り応援基金
があります。寄付金は全
国の立ち直り支援活動に使われます。

　法務省保護局のHPやSNSで、立ち
直り支援に関するさまざまな発信を
行っています。

▲立ち直り
応援基金HP

　区では7月から駅頭広報活動、街頭
パレード、標語・ポスター展示会な
どさまざまなイベントを展開してい
きます。ぜひご参加ください。

▲法務省保護局
Instagram

▲法務省HP

私たちに私たちに
できることできること
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